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野田市議会規程第４号 

 

   野田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、野田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例（令和

５年野田市条例第３９号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（報告等） 

第２条 条例第２条第１項の規定による報告は、請負状況等報告書により行わ

なければならない。 

２ 条例第２条第３項の規定による届出は、訂正届により行わなければならな

い。 

（報告等の一覧の訂正） 

第３条 議長は、条例第３条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正す

るときは、訂正前後の内容を判別できるよう行わなければならない。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行し、令和５年４月１日に始まる会計

年度における請負から適用する。 


